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令和３年第３回安堵町議会定例会会議録 

（１日目） 

 

令和３年９月２日（木）開会 

午前１０時 

 

１ 応招議員 ８名 

１ 番 松田  勝  ２ 番 増井 敬史 

３ 番 三浦  博  ４ 番 山岡  敏 

５ 番 福井 保夫  ６ 番 欠  員 

７ 番 淺野  勉  ８ 番 森田  瞳 

９ 番 大星 成司    

 

２ 出席議員 ８名 

 

３ 欠席議員 なし 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博  副 町 長 堀口 善友 

教 育 長 辰己 秀雄    

総 務 部 長 

兼総合政策課長 
富井 文枝  民 生 部 長 辻井 弘至 

事 業 部 長 吉村 良昭  教 育 次 長 吉田 一弘 

総 務 課 長 吉田 裕一  住 民 課 長 増田 篤人 

健 康 福 祉 課 長 井上 育久  建 設 課 長 池田 佳永 

上 下 水 道 課 長 廣瀬 好郁  会計管理者職務代理 中澤 章浩 

     

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局 長 富士 青美  議会事務局長補佐 𠮷川 明宏 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 行政報告 

 第 ５ 議案第 １号 安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第 ６ 議案第 ２号 安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第 ７ 議案第 ３号 安堵町手数料条例の一部を改正する条例について 

 第 ８ 議案第 ４号 令和３年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について 

 第 ９ 議案第 ５号 令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正

第１号）について 

 第１０ 議案第 ６号 町道路線の認定について 

 第１１ 議案第 ７号 山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について 

 第１２ 認定第 １号 令和２年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第１３ 認定第 ２号 令和２年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 第１４ 認定第 ３号 令和２年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 第１５ 認定第 ４号 令和２年度安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 第１６ 認定第 ５号 令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の

認定について 

 第１７ 認定第 ６号 令和２年度安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 第１８ 認定第 ７号 令和２年度安堵町水道事業会計決算の認定について 

 第１９ 認定第 ８号 令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 第２０ 報告第 １号 令和２年度決算に係る健全化判断比率報告書について 

 第２１ 報告第 ２号 令和２年度決算に係る資金不足比率報告書について 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

 

議長（福井保夫） おはようございます。 

  只今から、令和３年第３回安堵町議会定例会を開会します。 

  出席議員は８名です。 

  定足数に達していますので、会議は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

  はじめに、西本町長より開会にあたり御挨拶があります。 

 

町長（西本安博） はい。 

 

議長（福井保夫） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 皆さん、おはようございます。 

 

（「おはようございます」という声あり） 

 

町長（西本安博） 令和３年第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、

公私とも大変お忙しい中、御出席を賜りありがとうございます。 

  現在、地球規模で新型コロナウイルスの感染が拡大し、我が国においては第５波の真っ最中

でございます。緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置の発令が増加しているところでござい

ます。そのような折ではございますが、無観客で行われた東京オリンピックでは、数々の記録

を生み、史上最多の５８個のメダルを獲得し、日本だけでは無く世界中に感動の輪を沸かせて

くれました。加えてパラリンピックも終盤を迎えようとしているところでございます。 

  そのような折ではございますが、赤トンボが飛び交うようになり、ようやく、少しずつでは

ございますが初秋の気配が感じられるようになってまいりました。９月は防災の日及び防災週

間です。台風シーズンでもあり、災害に対する備えに万全を期してまいる所存でございます。 
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  それでは、本日提案させていただきます案件でございますが、人事案件が２件、条例の一部

改正、令和３年度補正予算案件などの議案が３件、町道路線の認定案件が１件、一部事務組合

に関する議案が１件、令和２年度決算の認定案件が８件、報告案件が２件の、合計１７件でご

ざいます。 

  議員の皆様に御審議いただく前に、順を追って案件の概略を申し述べます。 

  まず議案第１号は、安堵町教育委員会委員の任命についてでございます。同委員である霊秀

覚氏の任期が令和３年９月３０日をもって任期満了となります。引き続き教育委員として、同

氏を任命することについて議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第２号は、安堵町人権擁護委員 冨井忠雄氏が令和３年１２月３１日をもって任期満了

となります。引き続き人権擁護委員として、同氏を推薦することについて議会の意見を求める

ものでございます。 

  次に議案第３号は、安堵町手数料条例の一部を改正する条例でございます。これはマイナン

バー法が改正されたことに伴い一部の規定が不要となることから、一部を改正するところでご

ざいます。 

  次に議案第４号は、令和３年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）についてでございま

す。引き続き新型コロナウイルス感染症対策及びワクチン接種促進に伴う経費、指定避難所等

の電源確保、令和２年度決算並びに普通交付税、臨時財政対策債及び地方特例交付金の算定確

定に伴う財源更正と所要の補正を行うものでございます。 

  次に議案第５号は、令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第

１号）については、令和２年度介護給付費負担金、国庫・県費でございますが、の実績精算で、

超過交付となった交付金と、不足分の交付金とを処理するために所要の補正予算を行うもので

ございます。 

  次に議案第６号は、町道路線の認定でございますが、県道大和郡山広陵線の整備事業の一環

として岡崎川堤防道路を町道路線に追加認定するものでございます。 

  次に議案第７号は、山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について。地方自治法第２

８６条の規定による協議の上、同法２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

  次に認定第１号は、令和２年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定でございます。歳入総額

４４億１,１０２万４３７円、歳出総額４２億５,４８２万３,７４３円でございます。差引額１

億５,６１９万６,６９４円でございます。この内９６６万５,０００円は翌年度への繰越額で

ございます。 

  次に認定第２号は、令和２年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。歳入総額８億９,５４９万４,５０４円、歳出総額９億４１２万８,３６０円、差引
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額マイナスの８６３万３,８５６円となりますが、結果的に経年変化により大幅に累積赤字が

ございましたが、大幅に累積赤字を改善してきたものでございます。 

  認定第３号は、令和２年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

きましては、歳入歳出共に総額２,６１９万６,２５９円の同額で、差引き０円でございます。 

  次に認定第４号は、令和２年度安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして

は、歳入歳出共に総額２億８,４３３万８,１６２円の同額で、差引０円でございます。 

  次に認定第５号、令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の認定

についてでございます。歳入総額７億４,９２４万９,３６２円、歳出総額７億９５６万９,３３

６円でございます。差引額は３,９６８万２６円となっております。 

  次に認定第６号、令和２年度安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

歳入総額１億６８５万９,０３３円、歳出総額は１億６７８万８,４３３円、差引額７万６００

円となりました。 

  認定第７号は、令和２年度安堵町水道事業会計決算の認定についてでございます。水道事業

収益１億８,２３９万８,１５２円、水道事業費用１億６,５９８万８,７６０円です。差引額１,

６４０万９,３９２円となりました。資本的収入及び支出につきましては、資本的収入５０２万

８,７００円、資本的支出４,５７３万１,１５７円でございます。差引額４,０７０万２,４５７

円の不足となっております。これにつきましては過年度分損益勘定留保資金にて所要の処理を

行うものでございます。 

次に認定第８号、令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算の認定につき

ましては、歳入歳出共に総額４６万４,５５７円の増額でございまして、差引額は０円でござ

います。 

  次に報告第１号、令和２年度決算における健全化判断比率報告書につきましては、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律に基づき報告をさせていただくものでございます。 

  次に報告第２号、令和２年度決算における資金不足比率報告書、これにつきましても、この

同法律に基づき報告をさせていただくものでございます。 

  以上、簡単に説明をいたしましたが、詳細はその都度、担当課長より説明をさせますので、

御審議、御承認、御可決を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御挨拶とさせ

ていただきます。 

  以上でございます。 

 

議長（福井保夫） 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程に従い進めてまいります。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、安堵町議会会議規則第１２０条の規定により、８番 森田瞳
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議員、９番 大星成司議員を指名します。 

  よろしくお願いします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１６日までの１５日間にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は本日から１６日までの１５日間とすることに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

  はじめに、子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員会の報告について。閉会

中に特別委員会が開催されました。委員長から経過の報告をいただきます。 

 

子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員会委員長（松田 勝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。松田委員長。 

 

（松田子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員会委員長 登壇） 

 

子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員会委員長（松田 勝） 皆さん、おはようご

ざいます。１件、報告をさせていただきます。 

  子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員会について（報告） 

  下記のとおり当特別委員会を開催しましたので、安堵町議会会議規則第７１条の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 １．案件 魅力ある町立学校の在り方について。 



7 

 

 

 ２．開催日時及び場所 令和３年８月１７日火曜日、午前１０時５０分から、安堵町議会第２

委員会室。 

 ３．出席者、委員といたしまして私、松田と、山岡副委員長、増井委員、三浦委員、福井委員、

淺野委員、森田委員、大星委員です。議会事務局といたしましては、富士事務局長、𠮷川事務

局長補佐であります。 

 ４．内容 ８月１７日、第２回目の子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員会

を開催し、６月９日開催の１回目の委員会において、懸案事項となっていた次の５点について

集中的に論議を行いました。１．小中一環教育を実施している学校の実態調査。２．平群町、

三郷町のように小中一貫教育を考えていない学校の実態調査。３．こども園から中学までの特

化したクラブ活動等の推進。４．クラブ活動並びに各種教育の一貫性を確保するための教員及

び精通する指導者の招へい。５．安堵町独自の小中一貫教育のあり方。 

  まず最初に理事者側から近隣市町村、斑鳩町、三郷町、平群町、田原本町、川西町、三宅町

の小中一貫教育についての考え方の説明がありました。続いて生駒北小学校・中学校の訪問報

告があり、一つ目として、小中一貫校としてスタートしたが義務教育学校にしなかった理由。

二つ目、分離型の小中一貫校の問題点。３番目、中学校部活動の問題点。四つ目、コミュニテ

ィスクールを導入することと一貫校との関係。についてそれぞれ説明がなされました。 

  続いて議会側から、一つ目、ドローンの運転及びプログラミング学習を小中一貫教育として

取り入れていくべきだ。二つ目、クラブ活動を活発化させるため近隣市町村と連携を深めた活

動展開が必要と思われる。三つ目、コミュニティスクールを先行させて導入すべきだ。四つ目、

王寺町が今年、義務教育学校をスタートさせることから２年間程度研修を続け、それを参考に

すべきだ。との意見が出されました。 

  今、申しました４点については次回の委員会にて論議することを決定いたしました。 

  以上でございます。 

 

議長（福井保夫） 次に、系統議長会関係のこととして、生駒郡と北葛城郡の町村議会議長会共催の

議員研修会についてです。 

  例年、秋に全議員研修会が、町長、副町長、教育長にも参加していただいて、開催されてい

ます。しかし、未だ新型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況から、今年度も中止する

ことに決定されましたことを報告いたします。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（福井保夫） 日程第４「行政報告」を行います。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） それでは、行政報告をさせていただきます。 

  新型コロナウイルスの感染状況から入ってまいりたいと思います。本町におきましては９月

１日時点で感染者が延べ８２例となっております。さらに強い危機感をもって行政運営に努め

るとともにワクチン接種を着実に進めているところでもございます。 

  本町のワクチン接種状況について、県が発表している８月３１日現在、６５歳以上の高齢者

の方の接種率は第１回目が９３．１％、第２回目が９２．４％となっており、これを全年代で

見ると第１回目が６３．８％、第２回目が５７．１％となっております。加えて町立学校、こ

ども園及び学童保育でワクチン接種を希望する教職員に対しましては本町の集団接種を活用し

て夏休み中に接種完了いたしております。ワクチンは町内のクリニックでも引き続き個別接種

をしていただく予定で、今のところ問題無く接種が進んでいるところでございます。この結果、

１０月中には接種が終了する、現在のところ見込みとなっております。 

  次に、安堵町環境美化センターの解体に伴います令和３年８月より、南コースの収集ルート

を変更いたしましたことから、ごみ収取時間に変更が生じております。地域の皆様には大変ご

迷惑をおかけして申し訳ございません。現在、収集ルートの最も効率の良い方法について検証

を行っておりますので確定次第、住民の皆様にお知らせをしたいと考えております。 

  次に、５月の臨時議会にて補正予算の御承認をいただきました地方創生臨時交付金事業につ

きまして、１世帯５,０００円分の地域振興券とマスクの配布は６月中に完了し、令和３年７月

１日から御利用いただいております。 

  次に、諸行事でございますが、毎年恒例となっておりました９月の敬老のつどい、クリーン

アップ大作戦、１１月の産業フェスティバル、秋に延期されました町民体育祭につきましては、

昨年に引き続き中止を決定しているところでございます。 

  加えて、台風シーズンを迎え避難所のコロナ感染症対策につきましては、マスク、消毒用ア

ルコール、非接触体温計、段ボールベッドや間仕切りの配備とともに、自宅待機の陽性者や感

染が疑わしい者への対処につきましても、ガイドラインの作成作業に、現在努力をしていると

ころでございます。以上でございます。 
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教育長（辰己秀雄） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。辰己教育長。 

 

（辰己教育長 登壇） 

 

教育長（辰己秀雄） 失礼します。おはようございます。 

 

（「おはようございます」という声あり） 

 

教育長（辰己秀雄） 教育委員会 辰己でございます。 

  教育委員会の所管事務の内、新型コロナウイルス感染症に関係する事項で、６月の議会で御

報告させていただいた以降の新たな事項について報告をさせていただきます。 

  まず、６月下旬から８月上旬にかけまして、町立学校の児童生徒及び教職員に罹患者が報告

されましたことについて、大変御心配をおかけしておりました。いずれのケースも学校内活動

で感染拡大は確認されず、罹患された方についても現在は体調が回復されていると報告を受け

ております。また町立学校の教職員等に対して、夏季休業中に町でのワクチン接種の機会を与

えていただくことができまして、大半の教職員等が２回目のワクチン接種を済ませた状態で、

昨日から２学期の始業を迎えることができました。 

  さて、２学期の学校行事等への影響でございますが、まず町立学校の修学旅行につきまして、

安堵中学校は９月へ、小学校は１０月に延期をして実施を予定しておりましたところ、現在の

感染状況に鑑み、中学校は二泊三日を一泊二日に短縮をさせていただき、緊急事態宣言発令地

域への訪問を避けるよう行程も一部変更させていただきました。小学校は訪問先に現在、緊急

事態宣言が発令されており、１０月から１１月への再延期の方向で現在、検討しております。

さらに小学校、中学校共に公共交通機関の利用を避けて全行程を貸し切りバスで移動すること

とし、更にバス内での密を避けるために１台増便して実施する予定を考えております。今後、

奈良県や訪問先の地域に緊急事態宣言が発令されるようなことや、修学旅行参加者に罹患者が

判明するなど、急きょ修学旅行の延期又は中止を判断せざるを得ない状況も十分想定しながら

現在、準備を進めているところでございます。また運動会、体育大会につきましては、規模や

実施時間を縮小するとともに、観覧いただく保護者の方々にも入れ替え制にするなど感染症対

策を行った上で実施する予定でございます。 

  次に、社会教育分野では、毎年１１月に開催しておりました町文化祭について、昨年度に引
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き続き中止とさせていただき、代替行事として作品展を開催する予定であります。 

  最後に、教育委員会が所管しております社会教育施設等についてですが、近隣の大阪府、京

都府などの緊急事態宣言発令地域及びまん延防止等重点措置発令地域の在住の方々については、

施設利用を制限させていただいております。感染拡大地域との人の往来を極力少なくするため

の措置でございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  以上、教育委員会関係の報告とさせていただきます。 

 

議長（福井保夫） これで行政報告は終わりました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第５ 議案第１号「安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉田裕一） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田総務課長。 

 

（吉田総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉田裕一） おはようございます。総務課の吉田裕一でございます。よろしくお願いいた

します。それでは御説明させていただきます。 

  議案第１号「安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」 

  本件は、安堵町教育委員会委員４名の内、霊秀覚委員が、令和３年９月３０日をもって４年

の任期を迎えられます。霊委員におかれましては、人格が高潔で、学校教育においてその豊か

な経験により幅広く精通され、社会教育の推進につきましても意欲を持っておられることから、

引き続き同委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定に基づきまして議会の同意をお願いするものでございます。 

  なお、任期につきましては令和３年１０月１日から令和７年９月３０日までの４年間でござ

います。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 議案第１号 安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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  下記の者を安堵町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡安堵町大字窪田３３６番地 

 氏名 霊
みたま

 秀
ひで

覚
さと

  昭和２６年１０月１８日生（６９歳） 

  以上、御同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略して、これより議案第１号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１号は原案のとおり同意されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第６ 議案第２号「安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて」議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉田裕一） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田総務課長。 
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（吉田総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉田裕一） 総務課の吉田裕一でございます。よろしくお願いいたします。それでは御説

明させていただきます。 

  議案第２号「安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

  本件は、安堵町人権擁護委員３名の内、冨井忠雄委員が、令和３年１２月３１日をもちまし

て３年の任期を迎えられます。冨井委員におかれましては、人権擁護について深く理解し、奈

良県人権擁護委員協議会では、高齢者、障害者等委員会に所属されております。また安堵町と

斑鳩町で組織する第５部会においても積極的に活動していただいておりますことから、引き続

き、同委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づきまして議会の

意見をお願いするものでございます。 

  なお、現任期につきましては本年１２月３１日でございますが、法務省の委嘱手続きに相応

の日数を要することからこの９月議会に上程させていただきました。次期任期につきましては

令和４年１月１日から令和６年１２月３１日までの３年間でございます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 議案第２号 安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡安堵町大字笠目７０６番地 

 氏名 冨井
とみい

 忠
ただ

雄
お

  昭和２２年１０月１６日生（７３歳） 

  以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより議案第２号を採決します。 
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  この採決は起立によって行います。 

  人権擁護委員の推薦について適任とすることに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  人権擁護委員の推薦は適任と決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第７ 議案第３号「安堵町手数料条例の一部を改正する条例について」を議

題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉田裕一） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田総務課長。 

 

（吉田総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉田裕一） 総務課の吉田裕一でございます。よろしくお願いいたします。それでは議案

第３号につきまして御説明させていただきます。 

  議案第３号「安堵町手数料条例の一部を改正する条例について」 

  本件につきましては令和３年５月１９日に公布されました、デジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律第５５条の規定によりまして、行政手続きにおける特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が改正されました。地

方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行する主体として明確化されるとともに、

発行に係る手数料の徴収事務につきましては、同機構から市町村長に委託することができる旨

の規定が新設されました。これに伴いまして、当該条例における個人番号カード発行手数料の

規定が不要となることから一部を改正するものでございます。 

  改正内容といたしましては、個人番号カードの再交付手数料相当経費につきまして現在は、

再交付がやむを得ないと認められる場合を除きまして、国庫補助の対象でないことから、町が

再交付手数料を徴収する主体となり、当該条例に規定することで徴収いたしております。 
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  このマイナンバー法の改正が施行された日以降は、同機構との委託契約を根拠に徴収するこ

とになります。当該条例におきまして再交付手数料の徴収根拠を定めておく必要がなくなるこ

とから、個人番号カードに関する再交付手数料の箇所を削除いたします。 

  なお、施行期日につきましては公布の日からとさせていただきます。 

  それでは改正部分につきまして新旧対照表で御説明させていただきます。新旧対照表の３ペ

ージ目を御覧ください。 

  各手数料の内容と金額を定めております別表につきまして、個人番号カードに関する再交付

手数料を定めた部分を削除いたしております。 

  以上でございます。 

  それでは議案書を朗読させていただきます。 

 議案第３号 安堵町手数料条例の一部を改正する条例について 

  安堵町手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  本文につきましては、先程の説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

  どうぞ御審議、御可決の程よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 
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議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第８ 議案第４号「令和３年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）につ

いて」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総務部長兼総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総務部長兼総合政策課長。 

 

（富井総務部長兼総合政策課長 登壇） 

 

総務部長兼総合政策課長（富井文枝） おはようございます。総務部総合政策課 富井でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。それでは議案第４号「令和３年度安堵町一般会計補正予算

（補正第５号）について」、御説明させていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出それぞれ６,４８８万１,０００円を追加し、歳入歳出総額

を３７億６,４４０万７,０００円といたします。 

  補正理由につきましては、一つ目といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の第３次内示を受けての事業費については、先の臨時会で御可決いただき進めてい

るところでございますが、この度、県町村会の「自治体デジタルトランスフォーメーション推

進支援金」と合わせて残内示分を活用しての、新型コロナウイルスの感染症対応事業実施に向

け所要の経費を増額補正するものでございます。 

  二つ目といたしましては、介護保険特別会計への繰出金の増額補正でございます。 

  三つ目といたしましては、引き続きの６４歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種促進に

伴う経費の増額補正でございます。 

  四つ目といたしましては、指定避難所等の電源確保のため、発電機整備に係る経費を増額補

正するものでございます。 

  五つ目といたしましては、令和２年度消防賞じゅつ金基金を廃止いたしました。その当該基

金を財政調整基金に積み立てを行うための、積立金の増額補正でございます。 
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  最後に、歳入についてでございますが、令和２年度決算確定に伴う繰越金の増額補正、普通

交付税、臨時財政対策債及び地方特例交付金の算定確定による歳入の財源更正と、臨時財政対

策債発行可能額の確定に合わせて限度額変更に伴う地方債補正でございます。 

  それでは、詳細を補正予算書により御説明をさせていただきます。１４ページ、１５ページ

を御覧ください。歳出についてでございます。 

  ２款 総務費におきまして、総務管理費で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金事業費におきまして、需要費では、消耗品費として２２万円、委託費では、印鑑押印見直

し委託及び被災者支援システムの導入経費、計６２７万円の増額補正でございます。 

  工事費では、福祉保健センターのトイレ洋式化、旧式トイレである歴史民俗資料館のトイレ

洋式化の工事費２１２万円の増額補正でございます。 

  ３款 民生費、１項 社会福祉費におきまして、介護保険特別会計への繰出金、合わせて１

３０万１,０００円の増額補正でございます。 

  ４款 衛生費、１項 保健衛生費におきまして、引き続きの６４歳以下の新型コロナウイル

スワクチン接種に係る報酬費として７２０万円、消耗品費として８０万円、委託料として８９

４万１,０００円、合わせまして１,６９４万１,０００円の増額補正でございます。 

  次に、８款 消防費、１項 消防費におきまして、発電機整備に係る経費１５９万８,０００

円の増額補正でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  １２款 諸支出金、１項 基金費におきまして、積立金として３,６４３万１,０００円の増

額補正でございます。 

  次に、８ページ、９ページへお戻りください。 

  歳入についてでございます。 

  ９款 地方特例交付金におきまして、減収補填特例交付金で１０５万１,０００円の増額補

正。 

  １０款 地方交付税におきまして、普通交付税で１億１,４７５万７,０００円の増額補正。 

  １４款 国庫支出金におきまして、国庫負担金で、低所得者軽減負担金として４２万７,００

０円、国庫補助金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で３５２万９,００

０円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金で１,６９４万１,０００円

の増額補正でございます。 

  次のページでございます。 

  １５款 県支出金におきまして、県負担金で、低所得者軽減負担金として２１万４,０００円、

県補助金では、ＥＶ・ＬＰガス発電を活用した避難所への電力供給事業補助金として７９万８,

０００円の増額補正でございます。 
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  １８款 繰入金、１項 基金繰入金におきまして、財政調整基金繰入金で、マイナスの１億

７,２８５万２,０００円の減額補正でございます。 

  １９款 繰越金、１項 繰越金で１億３,５８２万２,０００円の増額補正。 

  ２０款 諸収入、３項 雑入におきまして、自治体デジタル・トランスフォーメーション推

進支援金で２３０万円の増額補正でございます。 

  最後に、２１款 町債で、臨時財政対策債では、マイナスの３,８１０万６,０００円の減額

補正でございます。 

  従いまして、補正予算書の４ページへお戻りください。第２表 地方債補正でございます。 

  臨時財政対策債の限度額を１億４,５００万円から補正後１億６８９万４,０００円に変更

いたします。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第４号 令和３年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和３年度安堵

町一般会計補正予算（補正第５号）を別紙のとおり提出する。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 議案第４号 令和３年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号） 

  令和３年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６,４８８万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億６,４４０万７,０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  続きまして２ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

 歳入の部 

  ９款 地方特例交付金、補正前の額４５７万７,０００円、補正額１０５万１,０００円、計

５６２万８,０００円。 

  １０款 地方交付税、補正前の額１３億８,４８０万円、補正額１億１,４７５万７,０００円、

計１４億９,９５５万７,０００円。 

  １４款 国庫支出金、１項 国庫負担金、補正前の額１億７,０８４万７,０００円、補正額
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４２万７,０００円、計１億７,１２７万４,０００円、２項 国庫補助金 補正前の額１億７,

１７４万３,０００円、補正額２,０４７万円、計１億９,２２１万３,０００円。 

  １５款 県支出金、１項 県負担金、補正前の額１億１,４１７万１,０００円、補正額２１

万４,０００円、計１億１,４３８万５,０００円、２項 県補助金、補正前の額４,９７８万１,

０００円、補正額７９万８,０００円、計５,０５７万９,０００円。 

  １８款 繰入金、１項 基金繰入金、補正前の額２億８,７０１万６,０００円、補正額マイ

ナスの１億７,２８５万２,０００円、計１億１,４１６万４,０００円。 

  １９款 繰越金、１項 繰越金、補正前の額１,０７０万９,０００円、補正額１億３,５８２

万２,０００円、計１億４,６５３万１,０００円。 

  ２０款 諸収入、３項 雑入、補正前の額８,１４０万７,０００円、補正額２３０万円、計

８,３７０万７,０００円。 

  ２１款 町債、１項 町債、補正前の額４億４,９５０万円、補正額マイナス３,８１０万６,

０００円、計４億１,１３９万４,０００円。 

 歳入合計 

  補正前の額３６億９,９５２万６,０００円、補正額６,４８８万１,０００円、計３７億６,４

４０万７,０００円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

 歳出の部 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額４億５,５６３万９,０００円、補正額８６１

万円、計４億６,４２４万９,０００円。 

  ３款 民生費、１項 社会福祉費、補正前の額６億８,１０２万９,０００円、補正額１３０

万１,０００円、計６億８,２３３万円。 

  ４款 衛生費、１項 保健衛生費、補正前の額１億６,３９５万円、補正額１,６９４万１,０

００円、計１億８,０８９万１,０００円。 

  ８款 消防費、１項 消防費、補正前の額１億３,１７３万５,０００円、補正額１５９万８,

０００円、計１億３,３３３万３,０００円。 

  １２款 諸支出金、１項 基金費、補正前の額７１３万９,０００円、補正額３,６４３万１,

０００円、計４,３５７万円。 

 歳出合計 

  補正前の額３６億９,９５２万６,０００円、補正額６,４８８万１,０００円、計３７億６,４

４０万７,０００円。 

  次のページ以降の地方債補正及び事項別明細書につきましては、先程の説明と重複いたしま

すので、割愛させて頂きます。 
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  以上でございます。 

  御審議、御可決の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  只今、議題となっております議案第４号は、総務産業建設常任委員会に付託したいと思いま

す。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  よって議案第４号は、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫）日程第９ 議案第５号「令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正

予算（補正第１号）について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

健康福祉課長（井上育久） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。井上健康福祉課長。 

 

（井上健康福祉課長 登壇） 

 

健康福祉課長（井上育久） おはようございます。健康福祉課 井上でございます。よろしくお願い

いたします。議案第５号「令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補
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正第１号）について」、それでは説明させていただきます。 

  本補正につきましては、一つ目として、令和２年度に概算交付を受けておりました介護給付

費負担金、地域支援事業交付金及び低所得者軽減負担金について、実績に基づいて精算したと

ころ７５１万６,０００円の超過交付が生じ、令和３年度で返還するための増額補正と、令和２

年度の実績精算で追加交付を受けましたので、歳入の財源更正を行うための補正でございます。 

  二つ目として、決算の結果、余剰金が発生いたしましたので３,４０１万７,０００円を介護

給付費準備基金として積み立てを行うための補正でございます。 

  三つ目といたしまして、介護保険制度において介護報酬改正に伴うシステム改修が必要とな

ったための補正でございます。 

  それでは、詳細につきまして補正予算書により説明させていただきます。補正予算書９ペー

ジをお願いいたします。 

 歳出の部 

  １款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費で１３２万円の増額補正です。 

  ４款 基金積立金、１項 基金積立金、１目 介護給付費準備基金積立金で３,４０１万７,

０００円の増額補正です。 

  ６款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、３目 償還金で７５１万６,０００円の増額

補正です。 

  この財源といたしまして、戻っていただいて７ページの方お願いいたします。 

 歳入の部 

  ３款 国庫支出金、１項 国庫負担金、１目 介護給付費負担金で１２１万２,０００円の増

額補正です。３款 国庫支出金、２項 国庫補助金、４目 介護保険事業補助金で６６万円の

増額補正です。 

  ７款 繰入金、１項 一般会計繰入金、３目 その他繰入金で６６万円の増額補正。４目 低

所得者保険料軽減繰入金で６４万１,０００円の増額補正です。 

  ８款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金で３,９６８万円の増額補正でございます。 

  以上でございます。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第５号 令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号）に

ついて 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和３年度安堵

町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号）を別紙のとおり提出する。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  補正予算書１ページをお願いいたします。 
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 議案第５号 令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号） 

  令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出補正の総額に、歳入歳出それぞれ４,２８５万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億１,６６９万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  次のページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正 

 歳入の部 

  ３款 国庫支出金、１項 国庫負担金、補正前の額は１億３,１５０万７,０００円、補正額

１２１万２,０００円、計１億３,２７１万９,０００円。 

  同款、２項 国庫補助金、補正前の額は３,５４５万３,０００円、補正額６６万円、計３,６

１１万３,０００円。 

  ７款 繰入金、１項 一般会計繰入金、補正前の額は１億１,９２１万８,０００円、補正額

１３０万１,０００円、計１億２,０５１万９,０００円。 

  ８款 繰越金、１項 繰越金、補正前の額は１,０００円、補正額３,９６８万円、計３,９６

８万１,０００円。 

 歳入合計 

  補正前の額は７億７,３８３万７,０００円、補正額４,２８５万３,０００円、計８億１,６６

９万円。 

  次のページをお願いいたします。 

 歳出の部 

  １款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額は５５万９,０００円、補正額１３２万円、計

１８７万９,０００円。 

  ４款 基金積立金、１項 基金積立金、補正前の額は１万１,０００円、補正額３,４０１万

７,０００円、計３,４０２万８,０００円。 

  ６款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、補正前の額は８３万円、補正額７５１万６,

０００円、計８３４万６,０００円。 

 歳出合計 

  補正前の額は７億７,３８３万７,０００円、補正額４,２８５万３,０００円、計８億１,６６
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９万円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先程の説明と重複いたしますので、割愛さ

せて頂きます。 

  以上でございます。御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより議案第５号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫）日程第１０ 議案第６号「町道路線の認定について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

建設課長（池田佳永） はい、議長。 
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議長（福井保夫） はい。池田建設課長。 

 

（池田建設課長 登壇） 

 

建設課長（池田佳永） おはようございます。建設課の池田です。よろしくお願いいたします。それ

では、議案第６号「町道路線の認定について」を説明させていただきます。 

  本件につきましては、県道大和郡山広陵線の整備事業の一環として、周辺道路の混雑防止の

ために、岡崎川堤防道路岡崎バイパスにおける、県による工事が完了いたしました。つきまし

ては安堵町道として維持管理を行うことが適切であるため路線を認定するものでございます。 

  一部、郡山市区域も区域外認定となるため、大和郡山市よりの認定もいただいておりますの

で、町道岡崎３０号線として認定するものであります。 

  路線番号は３６０番、路線名は岡崎３０号線、起点は大和郡山市椎木町７５０－１、終点は

大和郡山市椎木町７２３－４、幅員につきましては最小６メーターから、最大９．６メーター

でございます。また延長につきましては６１７メートルとなります。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第６号 町道路線の認定について 

  町道路線を別紙のとおり認定することについて道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  次のページ以降につきましては、先程の説明と重複いたしますので、割愛させて頂きます。 

  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより議案第６号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫）日程第１１ 議案第７号「山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について」

を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（増田篤人） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。増田住民課長。 

 

（増田住民課長 登壇） 

 

住民課長（増田篤人） おはようございます。住民課の増田でございます。よろしくお願いいたしま

す。議案第７号「山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について」、それでは説明させ

ていただきます。 

  本改正につきましては、山辺・県北西部広域環境衛生組合の組合議員の任期を改めるため、

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  山辺・県北西部広域環境衛生組合の管理者及び副管理者の任期につきましては、組合規約第

１０条に「関係市町村の長の任期によるものとする」と規定されていることから、組合議員の

任期につきましても、これに合わせるために改正を行うものでございます。 

  組合議員の任期の継続性を重視し、１年ごとの任期による負担を軽減することを目的として

います。 

  それでは詳細につきまして、新旧対照表により説明させていただきます。議案書３ページ目、
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新旧対照表をお願いいたします。 

  第６条中、組合議員の任期について「１年とする」を「関係市町村の議会の任期による」に

改めまして、ただし書を削除いたします。 

  なお、この規約は奈良県知事の許可のあった日から施行いたします。 

  以上でございます。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第７号 山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき山辺・県北西部広

域環境衛生組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  次のページ以降の本文につきましては、先に説明させていただいた内容と重複いたしますの

で、割愛させて頂きます。 

  御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより議案第７号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 
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議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 只今、１１時５分です。 

  １１時２５分まで、休憩いたします。 

 

 

 

休 憩（午前１１時０５分） 

再 開（午前１１時２５分） 

 

 

 

議長（福井保夫） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  辰己教育長より行政報告の追加があるということで、お願いします。 

 

教育長（辰己秀雄） 失礼します。教育委員会 辰己でございます。先程、教育委員会主管関係の行

政報告をさせていただきましたが、１点少し失念しておりましたところがございましたので、

加えて御報告をさせていただきます。社会体育教育関係の報告についてでございます。 

  安堵町のスポーツ協会の秋季大会が９月５日、日曜日に３種目、そして１０月４日、月曜日

に３種目、そして１０月８日、金曜日に１種目、開会式と競技の予定をしておりましたが、関

係等の会議の上、中止になりましたので加えて報告させていただきます。ちょっと１点、失念

しておりました。よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） 日程第１２ 認定第１号「令和２年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」から、日程第１８ 認定第７号「令和２年度安堵町水道事業会計決算の認定について」ま

での７議案を一括議題とします。 

  只今、議題としました７議案について提案理由の概要説明を求めます。 

 

総務部長兼総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 
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議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

（富井総務部長兼総合政策課長 登壇） 

 

総務部長兼総合政策課長（富井文枝） 総務部総合政策課 富井でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。それでは認定第１号から第７号、令和２年度安堵町一般会計並びに各特別会計

歳入歳出決算及び水道事業会計決算の認定につきまして、一括して御説明をさせていただきま

す。 

  はじめに、世界経済は令和２年度、新型コロナウイルスのパンデミックの未曾有の危機に直

面し、日本においても依然として厳しい状況にあるものの、感染対策と経済活動の両立を支え

るべく臨時・特別の措置を講ずるなど各種対応策の実施及び改革が進められました。 

  本町においても、新型コロナウイルス感染症対応を最優先事業とし、住民の生活・生命・健

康を守り、更に地域の活性化を図るとし補正予算により対応する等、令和２年度予算の方針に

沿って執行し、本年５月末日の出納閉鎖の後、決算処理を行い、７月１６日から２６日の３日

間の監査委員による決算審査を得まして、本９月議会定例会において認定をお願いすべく上程

するものでございます。 

  それでは、認定第１号から第７号までの議案書を朗読をいたします。 

 認定第１号～第６号 令和２年度安堵町歳入歳出決算の認定について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和２年度安堵

町歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会に提出し、認定を求める。 

 １ 令和２年度安堵町歳入歳出決算の認定について 

  認定第１号 一般会計歳入歳出決算 

  認定第２号 国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

  認定第３号 住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

  認定第４号 下水道事業特別会計歳入歳出決算 

  認定第５号 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算 

  認定第６号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 ２ 令和２年度安堵町各種会計別決算総括表、款別決算額比較表、決算書、実質収支に関する 

   調書、決算事項別明細書、財産に関する調書 

 ３ 監査委員審査意見書 

 ４ 主要な施策の成果の説明書 

  令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  それでは決算書２ページ、お願いいたします。 



28 

 

 

  令和２年度会計別決算総括表の一般会計。予算額は４５億３,７３２万２,１２０円に対しま

して、歳入総額は４４億１,１０２万４３７円。歳出総額は４２億５,４８２万３,７４３円、歳

入歳出差引額は１億５,６１９万６,６９４円となりました。 

  なお、翌年度へ繰越すべき財源の繰越明許費繰越額９６６万５,０００円を控除しました実

質収支額は１億４,６５３万１,６９４円となり、翌年度へ繰越しをいたしました。 

  歳入については、前年度に比べ１０億７,２９５万７,７１３円の増額、歳出につきましては、

前年度に比べ１０億４,６６１万８,６５０円の増額となりました。 

  次に、各特別会計決算でございますが、国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、予

算額９億６,６２８万９,０００円に対しまして歳入総額は８億９,５４９万４,５０４円、歳出

総額は９億４１２万８,３６０円となり歳入歳出差引額は、マイナスの８６３万３,８５６円と

なりました。不足額は翌年度繰上充用金をもって補填しております。 

  次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして、予算額２,６２０万９,

０００円に対しまして、歳入総額は２,６１９万６,２５９円、歳出総額は２,６１９万６,２５

９円となり、歳入歳出差引額は０円となりました。令和２年度一般会計にて清算し３月末をも

って廃止となりました。 

  次に、下水道事業特別会計歳入歳出決算について、予算額は３億２４６万１,０００円に対し

まして、歳入総額は２億８,４３３万８,１６２円、歳出総額は２億８,４３３万８,１６２円と

なり、歳入歳出差引額は０円となりました。 

  次に、介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算について、予算額は８億６,４１１万

５,０００円に対しまして、歳入総額は７億４,９２４万９,３６２円、歳出総額は７億９５６万

９,３３６円となり、歳入歳出差引額は３,９６８万２６円となり、翌年度へ繰越しをいたしま

した。 

  次に、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、予算額は１億１,００７万３,０００

円に対しまして、歳入総額は１億６８５万９,０３３円、歳出総額は１億６７８万８,４３３円

となり、歳入歳出差引額は７万６００円となり、翌年度へ繰越しました。 

  総合計につきましては、予算額６８億６４６万９,１２０円に対しまして、歳入総額は６４億

７,３１５万７,７５７円、歳出総額は６２億８,５８４万４,２９３円、歳入歳出差引残高総合

計は１億８,７３１万３,４６４円となり、繰越明許費繰越額９６６万５,０００円、翌年度繰越

額は１億７,７６４万８,４６４円となりました。 

  会計別決算総括表は以上でございます。 

  次に、認定第７号「令和２年度安堵町水道事業会計決算の認定について」、御説明させてい

ただきます。 

  令和２年度水道事業会計決算の認定につきましては、地方公営企業法に基づき、議会に認定
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を求めるものでございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 認定第７号 令和２年度安堵町水道事業会計決算の認定について 

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基づき、令和２年度

安堵町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に提出し、認定を求める。 

  令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  次に、決算書の１ページをお開きください。令和２年度安堵町水道事業決算報告書でござい

ます。 

  収益的収入及び支出については、収入では水道事業収益決算額１億８,２３９万８,１５２円、

支出では水道事業費用決算額１億６,５９８万８,７６０円となりました。 

  ２ページ目をお願いいたします。資本的収入及び支出については、収入では資本的収入決算

額５０２万８,７００円、支出では資本的支出決算額４,５７３万１,１５７円となりました。 

  資本的収入額が、資本的支出額に不足する額４,０７０万２,４５７円は、過年度分損益勘定

留保資金３,６８６万５８円及び当年度分の消費税並びに地方消費税資本的収支調整額３８４

万２,３９９円で補填いたしました。 

  以上、令和２年度安堵町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計決算の状

況でございます。 

  御審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） 続きまして、決算審査意見を報告してください。 

 

議会選出監査委員（山岡 敏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。山岡委員。 

 

（山岡議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（山岡 敏） それでは、監査委員による決算審査の結果について報告します。 

  これは、代表監査委員との合議によるものであることを最初に申し上げておきます。 

  はじめに、安堵町一般会計及び特別会計決算審査の結果について。 

 第１ 審査の対象、令和２年度の一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計歳入歳出決算、

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、下水道事業特別会計歳入歳出決算、介護保険

特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。 
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 第２ 審査の日時は、令和３年７月１６日、１９日及び２６日です。 

 第３ 審査の実施者、監査委員 徳久亮太郎、監査委員 山岡敏。 

 第４ 審査の方法、審査に付された各決算書及び決算付属書類が、関係法令に準拠して作成さ

れているかどうかを確かめ、これらの計数の正確性を検証するため、関係帳簿その他証拠書類

との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認めたその他の審査手続を実施

した。会計管理者が所管している諸帳簿及び決算に関する証拠書類等と照合し、また、関係職

員から説明を聴取するとともに、定期監査及び例月現金出納検査の結果を踏まえて審査を実施

をしました。 

  なお、有価証券等の確認は令和３年７月１６日に行いました。 

 第５ 審査の結果、審査に付された一般会計及び各特別会計の、歳入歳出決算書、歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の各計数は、関係法令に準拠し

て作成され、誤りのないものと認められた。 

  また、各基金の運用状況についても、計数に誤りなく適正に運用されているものと認めまし

た。 

  決算の結果、概要及び基金については、決算審査特別書２ページ以降のとおりでございます。 

  それでは審査の結果の意見を申し述べます。 

  審査意見。令和２年度の決算は一般会計については歳入合計で４４億１,１０２万４３７円、

歳出合計４２億５,４８２万３,７４３円、差引額１億５,６１９万６,６９４円、翌年度繰越財

源９６６万５,０００円を減じた実質収入額は１億４,６５３万１,６９４円の黒字となってお

ります。 

  歳入の内、自主財源は１１億１,０８５万７,１６０円、自主財源比率は２５．１９％となっ

ており、相当程度低率となっている。歳入総額に占める自主財源割合が、自治体の行政活動の

自主性、安定性を図る尺度とされているが、現行の地方財政制度では、地方交付税や国庫支出

金が自主財源の補完的要素を有していること、大きな投資、起債を含む、などの要因により見

かけ上の比率が大きく変動することがあるため、この比率が低いことが必ずしも財政運営の安

定性を損ねているとは限らない。 

  しかし、今後の町行政活動の自主性、安定性を得るために自主財源の増分を図るための策定

が必要と思われる。同時に、歳出においても、最小の経費で最大の効果を上げるように検討し

ていかなければならない。 

  また、国民健康保険特別会計を除く特別会計についても実質収支額は黒字となっており、本

町の財政は収支において健全状態にあると言える。ただし、多額の不用額が出ている現状もあ

り、今後の予算編成及び執行において留意しておくべきものと思われる。 

  今後の財政運営について。 
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  歳入について。公有財産の有効活用、遊休地の処分等により、自主財源の拡大策を検討する

必要がある。 

  今後、課税額自体の減少が見込まれる中、自主財源の確保や負担の公平性の上からも徴収率

の更なる向上に、また地方税法第１５条の７第４項及び第５項並びに第１８条による不納欠損

処分については、慎重な取り扱いを望むものである。 

  歳出について。各種団体に対する補助金について。 

  各種団体に対する補助金は例年、前年度と同額を支給している状態が続いており、事業の目

的を精査の上、必要に応じた金額を交付することが必要である。各種団体に対する補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する規則（昭和４６年安堵村規則第５号）の規定に則って交付し

なければならず、根拠が不明確なものがあってはならない。 

  以上。 

  続いて、次に令和２年度安堵町水道事業会計決算審査の結果について。 

  第１ 審査の対象、令和２年度水道事業会計決算。 

  第２ 審査の期日、令和３年７月１９日。 

  第３ 審査の実施者、監査委員 徳久亮太郎、監査委員 山岡敏。 

  第４ 審査の方法、審査に付された決算書類が関係法令に準拠して作成され、水道事業の経

営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、会計帳簿その他の会計帳

票及び関係書類との帳簿突合、証憑(しょうひょう)突合、決算突合等の通常実施すべき審査手

続き及び必要と認めたその他の審査手続きを実施した。 

  また、関係職員から説明を聴取するとともに、定期監査及び例月現金出納検査の結果を踏ま

えて審査手続きを実施した。 

  なお、審査に当たっては、水道事業が地方公営企業法第３条の規定に従い、合理性と能率性

の発揮と公共の福祉を増進するよう運営されたかどうかを検討するための分析等も行った。 

  第５ 審査の結果、審査に付された令和２年度安堵町水道事業会計決算書類は、関係法令に

準拠して作成されており、当事業年度の経営成績及び当事業年度末の財政状態を適正に表示し

ているものと認められた。 

  決算の概要は、決算意見書２ページ以降のとおりです。 

  それでは、審査結果の意見申し述べます。 

  審査意見。令和２年度決算において、営業収益が１億４,７８０万５,４７８円で、対前年度

５２８万２,６４１円増加し、内、給水収益は１億３,３３８万４,１２３円で、対前年度２２８

万６,０８２円減少した。 

  また、営業費用は１億５,４８６万２,６０２円で、対前年度６４３万８,７４７円増加した。

これに営業外収益２,０５１万７,５４０円を加算し、営業外費用の９０万６,０２０円を減算
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した結果、当年度純利益は１,２５５万４,３９６円となった。前年度繰越利益剰余金７億６,０

４７万３,１６０円を加味すると、令和２年度の利益剰余金は７億１,８５９万７,５５６円と

なった。 

  令和２年度の決算に関し、水道事業収益は１億６,８３２万３,０１８円で前年度に比べ４２

７万６,１０９円の増であることから遜色ない結果となっている。資本的収支についても、予算

内で計画的に執行できている。今後も収支について精査しつつ、水道事業運営を適切に進めら

れたい。 

  以上でございます。 

 

議長（福井保夫） これより、総括質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 総括質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  認定第１号につきましては、議長と監査委員である山岡議員を除く６人の委員で構成する一

般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号は、議長と監査委員の山岡議員を除く６人の委員で構成する一般会計決

算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

  次に、認定第２号から認定第７号までの６議案について、議長と監査委員である山岡議員を

除く６名の委員で構成する特別会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思い

ます。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 
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  よって、認定第２号から認定第７号までの６議案については、議長と監査委員である山岡議

員を除く６名の委員で構成する特別会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査

することに決定しました。 

  只今、設置されました各決算審査特別委員会の正副委員長の互選を行いますので、暫時休憩

いたします。 

 

 

 

休 憩（午前１１時５９分） 

再 開（午後 ０時０２分） 

 

 

 

議長（福井保夫） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  先程の決算審査意見の中で重複した部分、ちょっと数字の部分も誤りがありましたので、議

事録で調整させていただきます。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

  先程、設置された決算審査特別委員会の正副委員長を申し上げます。 

  一般会計決算審査特別委員会 委員長 淺野議員、副委員長 森田議員。 

  特別会計等決算審査特別委員会 委員長 大星議員、副委員長 松田議員。 

  以上で、よろしくお願いします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１９ 認定第８号「令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出

決算の認定について」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 
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（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課 富井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、認定第８号「令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算の認定に

ついて」、御説明をさせていただきます。 

  王寺周辺広域市町村圏協議会の廃止に伴い、令和３年３月３１日をもって打ち切られた令和

２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算について、地方自治法施行令第５条第３

項の規定に準じ、協議会の構成各町において決算認定を受けるものでございます。 

  令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算書１ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。お開きください。歳入総額が４６万４,５５７円、歳出

合計額が４６万４,５５７円となり、歳入歳出差引額は０円となりました。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 認定第８号 令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算の認定について 

  王寺周辺広域市町村圏協議会の廃止に伴い、令和３年３月３１日をもって打ち切られた令和

２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算について、地方自治法施行令第５条第３

項の規定に準じ、別紙監査委員の意見書をつけて議会に提出し、認定を求める。 

 令和３年９月２日提出、安堵町長 西本安博。 

  以上でございます。御審議、御認定の程よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） 続きまして、決算審査意見について報告してください。 

 

議会選出監査委員（山岡 敏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。山岡委員。 

 

（山岡議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（山岡 敏） それでは報告します。 

  令和２年度王寺周辺広域市町村圏協議会会計歳入歳出決算審査の結果について報告します。 

  この決算審査は、王寺周辺広域市町村圏協議会（以下「協議会」という。）の解散に伴い、

令和３年３月３１日をもって打ち切られた令和２年度協議会決算について、地方自治法施行令

第５条第３項の規定に基づき協議会構成町（平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、王寺町、河合

町、上牧町）の各監査委員が行ったものです。 
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  第１ 審査の対象、（１）令和２年度協議会会計歳入歳出決算書、（２）歳入歳出決算事項

別明細書、（３）実質収支に関する調書。 

  第２ 審査の実施日時、令和３年７月２６日。 

  第３ 審査の場所、安堵町役場内。 

  第４ 審査の方法、町長から送付された令和２年度協議会会計歳入歳出決算書、付属書類及

び証書類との照合等通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認めたその他の審査手続

を実施した。 

  第５ 審査の結果、審査に付された協議会会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書

等付属書類は、いずれも計数的に正確であると認められた。 

  第６ 総括意見、本年度の決算は、協議会が解散になったことに伴う令和３年３月３１日で

の打ち切り決算であるため、決算審査にあたっては決算書及び付属書類の検証を中心に審査を

実施したものである。 

  収支剰余金の精算、奈良県知事への届出や構成団体間の協議も済まされており、協議会廃止

に伴う諸手続きについては問題なく完了していると認められた。 

  以上です。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより認定第８号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 
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議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  認定第８号は原案のとおり認定されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第２０ 報告第１号「令和２年度決算に係る健全化判断比率報告書について」

及び日程第２１ 報告第２号「令和２年度決算に係る資金不足比率報告書について」を一括議

題とします。 

  一括して説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課 富井でございます。それでは、報告第１号「令和２年度決

算に係る健全化判断比率報告書」について、御説明をさせていただきます。 

  本報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４

号）第３条第１項の規定により、御報告するものでございます。 

  財政の健全化判断比率につきましては四つの指標で示され、一つ目の実質赤字比率及び二つ

目の連結実質赤字比率については、いずれも黒字であり、比率としては算定をしておりません。

三つ目の実質公債費比率については、経常的収入の内の実質的な公債費に充てられた割合を示

すもので、令和２年度は昨年よりも０．１％改善し、６．１％でございます。四つ目の将来負

担比率については、現在抱えている実質的な負債に対する、今後見込まれる収入の割合を示す

もので、令和２年度の将来負担比率はマイナスの９．９％改善をし、２４．０％となりました。 

  令和２年度健全化判断比率の４指標は、表の括弧内の早期健全化基準を全て下回っている財

政状況であることを御報告申し上げます。 

  続きまして報告第２号「令和２年度決算に係る資金不足比率報告書について」、御説明をさ

せていただきます。 

  本報告につきましても、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４

号）第２２条第１項の規定により、御報告するものでございます。 
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  資金不足比率報告書は、水道事業会計及び下水道事業特別会計の二つの会計の資金不足の比

率を算定するものです。いずれも赤字ではないため、共に比率としては算定をしておりません。 

  なお、本年７月２６日に監査委員の審査に付し、意見書をいただいております。 

  以上、御報告申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） 続きまして、審査の結果について報告を求めます。 

 

議会選出監査委員（山岡 敏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。山岡委員。 

 

（山岡議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（山岡 敏） それでは、監査委員２名を代表いたしまして、令和２年度決算に係

る財政健全化判断比率の審査結果及び資金不足比率の審査結果について、一括して報告します。

代表監査委員との合議によるものです。 

  はじめに、財政健全化判断比率ですが、 

  第１ 審査の対象、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第３条第１項の規定に基づき算定された健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書

類。 

  第２ 審査の期日、令和３年７月２６日。 

  第３ 審査の実施者、安堵町監査委員 徳久亮太郎、同 山岡敏。 

  第４ 審査の方法、審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率が関係法令に準

拠し適正に算定されているかを主眼において実施した。 

  審査においては、総務省が作成した記載要領等に基づき、健全化判断比率を算定するための

算定様式の記載事項について、関係部局が作成した算定根拠資料、関係証書類等との照合、確

認を行った。 

  さらに、算定手順等の妥当性を確認するために、関係職員から説明及び聴取を実施した。 

  第５ 審査の結果、審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正であると認められた。 

  各比率は、意見書２ページ以降に掲載しているとおりであります。 

  それでは、審査結果意見を申し述べます。 

  実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字比率には該当しない。実質公債比率及び将来負
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担比率については健全と言える。 

  よって、特に是正改善を要する、指摘すべき事項は無い。 

  次に、資金不足比率ですが、 

  第１ 審査の対象、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第２２条第１項の規定により審査に付された資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した

書類。 

  第２ 審査の期日、令和３年７月２６日。 

  第３ 審査の実施者、安堵町監査委員 徳久亮太郎、同 山岡敏。 

  第４ 審査の方法、審査に付された令和２年度決算に基づく資金不足比率が関係法令に準拠

し適正に算定されているかを主眼において実施した。 

  審査においては、総務省が作成した記載要領等に基づき、資金不足比率を算定するための算

定様式の記載事項について、関係部局が作成した算定根拠資料、関係証書類等との照合、確認

を行った。 

  さらに、算定手順等の妥当性を確認するために、関係職員からの説明及び聴取を実施した。 

  第５ 審査の結果、審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正であると認められた。 

  比率は、意見書２ページに掲載しているとおりであります。 

  それでは、審査結果意見を申し述べます。 

  令和２年度の水道事業会計、下水道事業特別会計共に、資金不足は生じていないため、資金

不足比率には該当しない。 

  よって、特に是正改善を要する、指摘すべき事項は無かった。 

  以上です。 

 

議長（福井保夫） これより、一括質疑を行います。 

  質疑、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  以上で、報告第１号及び報告第２号を終結します。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（福井保夫） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  次の本会議は９月３日、午前１０時開会です。一般質問を予定しております。 

  本日は、これで散会します。 

  以上です。 

 

 

 

散 会 

午後 ０時２１分 
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